
奈
良
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
八
号

奈
良
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
中
「
各
県
立
病
院
」
を
「
県
立
病
院
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
本
庁
庁
舎
（
議
会
棟
並
び
に
地
域
振
興
部
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク

振
興
室
、
奈
良
国
際
研
修
館
及
び
警
察
本
部
の
用
に
供
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
構
内
の
項
中

「
、
奈
良
国
際
研
修
館
」
を
削
り
、
同
表
分
庁
舎
（
奈
良
国
際
研
修
館
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
そ
の
構
内
の
項
を
削
る
。

別
表
中
「
観
光
振
興
課
長
」
を
「
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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